
審査基準 １１１ 

 

１ 関連条項 

 （１）火薬類取締法 

・第２５条第１項（消費） 

 

 （２）火薬類取締法施行規則 

・第４８条（消費の許可申請） 

・第４９条（無許可消費数量） 

・第５０条～第５６条の４（消費の技術上の基準等） 

 

 （３）通達等 

・１６歳以上１８歳未満の者が消費を行うことのできる特定手筒煙火

の製造及び消費に係る基準を定める告示（平成１８年３月３１日経

済産業省告示第６９号） 

・火薬類取締法令施行について（昭和２５年１２月２０日２５化第３

２９０号） 

・火薬類取締法令の一部改正について（昭和２８年８月２５日２８軽

局第８３３号） 

・火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について 

（昭和３０年９月２日３０軽局第１５４４号） 

・火薬類取締法施行規則の一部改正について（昭和３９年１２月１０

日３９軽局第７４１号） 

・火薬類の取締り強化について（昭和４２年６月１３日４２化局第３

２４号） 

・火薬類取締法施行規則の一部改正について（昭和４２年１２月２０

日４２化局第６４８号） 

・火薬類取締法施行規則の一部改正について（昭和４５年１月２８日

４５化局第３１号） 

・火薬類取締法施行規則の一部改正について（昭和４９年３月２日４

９立局第１５８号） 

・煙火による災害防止について（昭和４９年６月２５日通商産業省立

地公害局保安課長通達） 

・火薬類に関する対策の強化について（昭和５０年２月２８日５０立

局第１２８号） 

・火薬類取扱所の構造等の基準について（昭和５５年１２月２日５５



立局第５１３号） 

・適用除外火工品の指定及びガス導管発破の消費の技術上の基準につ

いて（昭和６０年７月５日６０立局第１９９号） 

・火薬類の販売営業の許可等について（平成元年７月１日元立局第２

３０号） 

・火薬類取締法施行規則の一部改正に伴う解釈運用について（平成５

年６月４日４立局第１１８号） 

・火薬類取締法及び火薬類取締法施行規則の運用及び解釈の基準につ

いて（平成９年９月２６日平成０９・０９・２５立局第１号） 

・保安教育の実施等に関する火薬類取締法令の規定の解釈について（内

規）（平成１６年９月１６日平成１６・０８・０６原院第１号） 

・１６歳以上１８歳未満の者が消費を行うことのできる特定手筒煙火

の製造及び消費に関する火薬類取締法令の規定の解釈について（内

規）（平成１８年６月３０日平成１８・０６・２３原院第２号） 

 

 （４）火薬類取締事務に係る申請要領 

・第４－１ 火薬類消費許可申請書 

・ 同   火薬類譲受消費許可申請書 

 

（５）火薬類取締事務に係る申請書等審査（調査）要領 

・２－（２）－カ－（ア） 火薬類消費許可申請書 

 

 （６）火薬類取締事務に係る許可等補完基準 

・１１ 火薬類取扱所、火工所及び発破場所等の相互間距離並びに帳

簿等の保存期間 

・１２ 火薬類取扱所及び火工所の構造等 

・１３ 煙火消費 


